
　

こ
の
連
載
が
本
誌
『
文
化
連
情
報
』
に
掲
載
さ
れ
る

と
き
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
中
間
選
挙
（
２
０
２
２
年
11

月
８
日
）
の
結
果
が
判
明
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
選
挙

で
は
、
上
院
34
議
席
（
総
数
の
３
分
の
１
）
お
よ
び
下

院
４
３
５
議
席
（
全
議
席
）
が
改
選
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

上
下
議
会
議
員
選
挙
と
合
わ
せ
て
、
36
州
で
州
知
事
選

挙
も
行
わ
れ
ま
す
。
中
間
選
挙
が
バ
イ
デ
ン
政
権
お
よ

び
民
主
党
指
導
部
に
と
っ
て
厳
し
い
結
果
と
な
れ
ば
、

今
後
の
医
療
政
策
動
向
に
も
深
く
影
響
す
る
こ
と
に
な

る
だ
け
に
、
そ
の
結
果
を
注
意
深
く
分
析
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
本
誌
で
も
取
り
上
げ
た
人
工
妊
娠

中
絶
を
め
ぐ
る
連
邦
最
高
裁
判
決
を
受
け
て
、
州
知
事

選
挙
の
行
方
も
ま
た
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
回
の
連
載
で
は
、
中
間
選
挙
直
前
（
２
０
２
２
年

10
月
末
）
の
時
点
で
の
政
治
状
況
と
、
今
後
の
医
療
政

策
の
見
通
し
に
つ
い
て
、
考
察
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

２
０
２
２
年
中
間
選
挙
直
前
の
政
治
状
況

　

バ
イ
デ
ン
政
権
の
発
足
と
と
も
に
開
始
し
た
第
１
１

７
議
会
（
２
０
２
１
年
１
月
～
２
０
２
３
年
１
月
）
の

党
派
別
構
成
に
つ
い
て
、
中
間
選
挙
直
前
の
状
況
を
確

認
し
ま
す
。
下
院
の
党
派
別
議
席
数
は
、
民
主
党
２
２

１
議
席
、
共
和
党
２
１
２
議
席
、
空
席
２
議
席
で
す
。

下
院
で
は
民
主
党
が
多
数
派
（m

ajority　
与
党
）

を
掌
握
し
て
い
ま
す
。
他
方
、
上
院
は
、
民
主
党
50
議

席
（
無
所
属
２
議
席
を
含
む
）、
共
和
党
50
議
席
と
拮

抗
し
て
い
ま
す
。
上
院
の
議
長
は
ハ
リ
ス
副
大
統
領
で

あ
り
、
法
案
の
賛
否
が
50
対
50
と
拮
抗
し
た
際
に
は
決

戦
票
を
投
じ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
上
院
で
も
民
主

党
が
過
半
数
を
有
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
の
上
院
に
お
い
て
は
、
法
案
審
議

に
お
い
て
フ
ィ
リ
バ
ス
タ
ー
（filibuster
）
が
認
め
ら

中
間
選
挙
後
の
バ
イ
デ
ン
政
権
の

中
間
選
挙
後
の
バ
イ
デ
ン
政
権
の

医
療
政
策
を
ど
う
見
る
か

医
療
政
策
を
ど
う
見
る
か

京
都
橘
大
学
経
済
学
部
教
授
　
髙
山  

一
夫

ア
メ
リ
カ
の
医
療
政
策
動
向 

（28）

連  載

れ
て
お
り
、
60
票
以
上
の
賛
成
に
よ
っ
て
中
断
が
確
認
さ

れ
る
ま
で
は
、
延
々
と
演
説
を
続
け
て
法
案
の
議
事
進

行
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
近
年
で
は
、
２
０
１
３

年
９
月
24
日
か
ら
25
日
に
か
け
て
、共
和
党
の
Ｔ
．ク
ル
ー

ズ
上
院
議
員
（
当
時
）
が
オ
バ
マ
ケ
ア
関
連
予
算
を
含
む

つ
な
ぎ
予
算
法
案
（Continuing A

ppropriations 
Resolution, 2014

）
に
反
対
し
て
21
時
間
超
の
演
説
を

行
い
、
結
果
と
し
て
予
算
法
案
の
成
立
が
遅
れ
、
短
期

間
で
す
が
連
邦
政
府
の
各
機
関
が
閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ

た
事
例
も
あ
り
ま
す
。
法
案
は
議
会
の
会
期
末
ま
で
に

審
議
を
終
え
な
い
と
廃
案
と
な
る
た
め
、
フ
ィ
リ
バ
ス

タ
ー
は
上
院
の
少
数
派
（m

inority　
野
党
）
に
と
っ
て
、

と
く
に
有
効
な
対
抗
戦
術
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
連
載
で
も
何
度
か
取
り
上
げ
た
よ
う

に
、
上
院
の
法
案
審
議
で
は
、
各
財
政
年
度
に
お
け
る

予
算
法
案
に
関
し
て
は
、
フ
ィ
リ
バ
ス
タ
ー
が
認
め
ら
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れ
ず
、
単
純
過
半
数
で
可
決
で
き
る
財
政
調
整
措
置

（reconciliation process

）
と
い
う
特
別
な
審
議

プ
ロ
セ
ス
が
適
用
で
き
ま
す
。
予
算
に
関
連
し
な
い

項
目
の
有
無
に
つ
い
て
、
上
院
の
議
事
運
営
専
門
家

（parliam
entarian

）
に
よ
る
審
査
が
必
要
で
す
が

（
い
わ
ゆ
る
バ
ー
ド
・
ル
ー
ル
）、
共
和
党
レ
ー
ガ
ン
政

権
以
降
、
毎
年
の
予
算
法
案
の
審
査
に
お
い
て
し
ば
し

ば
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
バ
イ
デ
ン
政
権
に
お
い
て

も
、
ア
メ
リ
カ
救
済
プ
ラ
ン
法
（A

m
erican Rescue 

Plan A
ct of 2021, P.L. 117-2

）
と
イ
ン
フ
レ
抑
制

法
（Inflation Reduction A

ct of 2022
）
の
審
議

過
程
に
お
い
て
、
財
政
調
整
措
置
の
手
続
き
が
用
い
ら

れ
ま
し
た
。

　

２
０
２
２
年
11
月
の
中
間
選
挙
前
の
党
派
別
構
成
に

つ
い
て
、
Ａ
Ｃ
Ａ
（
オ
バ
マ
ケ
ア
法
）
を
可
決
し
た
第

１
１
１
議
会
と
比
較
し
ま
し
ょ
う
。
Ａ
Ｃ
Ａ
法
案
の
投

票
日
（
２
０
０
９
年
12
月
24
日
）
に
お
い
て
、
民
主
党

は
上
院
で
60
議
席
を
保
持
し
て
お
り
、
法
案
の
速
や
か

な
可
決
に
成
功
し
ま
し
た
（
賛
成
60
、
反
対
39
、
欠
席

１
）。
ま
た
、
下
院
に
お
い
て
も
、
採
決
日
で
あ
る
２

０
１
０
年
３
月
21
日
時
点
で
民
主
党
２
５
３
議
席
、
共

和
党
１
７
７
議
席
、
空
席
５
と
、
民
主
党
に
十
分
な
議

席
数
が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
下
院
本
会
議
で
の
採

決
で
は
、
共
和
党
の
全
議
員
に
加
え
て
、
民
主
党
か
ら

も
34
議
員
が
反
対
票
を
投
じ
ま
し
た
。

　

以
上
よ
り
、
２
０
２
２
年
11
月
の
中
間
選
挙
前
の
党

派
別
構
成
を
見
る
限
り
、
民
主
党
は
辛
う
じ
て
多
数
派

を
占
め
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
発
足
後
２
年
間
の
バ

イ
デ
ン
政
権
の
政
権
運
営
と
議
会
対
策
は
、
オ
バ
マ
政

権
と
比
べ
て
も
厳
し
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。
中
間
選
挙

に
関
す
る
最
新
の
予
測
で
は
、
下
院
で
共
和
党
が
多
数

派
を
占
め
、
上
院
で
も
民
主
党
が
50
議
席
を
確
保
で

き
る
か
が
焦
点
と
の
こ
と
で
す
（1）

。
民
主
党
が
下
院
で

少
数
派
に
転
落
し
、
ま
た
上
院
で
１
議
席
で
も
失
う

と
、
単
独
で
法
案
を
可
決
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な

り
、
バ
イ
デ
ン
政
権
も
企
図
し
た
政
策
の
法
制
化
が
き

わ
め
て
難
し
く
な
り
ま
す
。
オ
バ
マ
政
権
で
は
、
２
０

１
０
年
の
中
間
選
挙
で
民
主
党
が
大
敗
し
た
結
果
、
大

統
領
府
と
議
会
の
あ
い
だ
で
政
治
的
な
折
衝
が
困
難
と

な
り
、
立
法
行
為
が
停
滞
す
る
分
割
政
府
（divided 

governm
ent

）
が
現
出
し
ま
し
た
。
バ
イ
デ
ン
政

権
に
お
い
て
も
同
様
の
事
態
が
生
じ
る
か
ど
う
か
、
予

断
を
許
し
ま
せ
ん
。

　

中
間
選
挙
後
の
医
療
政
策
の
見
通
し
―

行
政
命
令
の
活
用
か
？

　

仮
に
中
間
選
挙
に
お
い
て
、
民
主
党
が
上
下
議
会
と

も
に
過
半
数
を
失
っ
た
場
合
、
バ
イ
デ
ン
政
権
の
意
向

と
は
関
係
な
く
、
議
会
で
は
共
和
党
指
導
部
の
意
向
に

沿
っ
て
法
案
が
可
決
さ
れ
ま
す
。
大
統
領
は
、
法
案
に

対
し
て
拒
否
権
を
発
動
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
上

下
議
会
で
３
分
の
２
の
同
意
が
得
ら
れ
れ
ば
法
律
と
し

て
認
め
ら
れ
る
の
で
、
議
会
内
で
の
超
党
派
的
な
工
作

が
活
発
化
し
ま
す
。
現
在
の
両
党
指
導
部
の
あ
い
だ
で

ど
の
程
度
ま
で
合
意
が
実
現
す
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

歴
史
的
に
は
大
統
領
の
拒
否
権
の
成
功
率
は
10
％
ほ
ど

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
中
間
選
挙
後
は
、

よ
り
議
会
が
主
導
す
る
形
で
政
策
の
法
制
化
が
実
施
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
２
０
２
２
年
内
に
も
連

邦
債
務
上
限
（
現
在
は
31
兆
４
０
０
０
億
ド
ル
）
の
引

き
上
げ
が
不
可
避
と
な
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
中
間
選

挙
後
、
議
会
で
の
攻
防
が
激
し
く
な
る
こ
と
は
確
実
で
す
。

　

た
だ
し
、
共
和
党
も
一
枚
岩
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と

く
に
医
療
問
題
に
つ
い
て
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
時
代
に

Ａ
Ｃ
Ａ
の
廃
止
に
失
敗
し
た
経
緯
も
あ
り
（2）

、
議
会
主

導
で
大
き
な
医
療
制
度
改
革
を
行
う
可
能
性
は
高
い
と

は
い
え
ま
せ
ん
。
共
和
党
は
今
回
の
中
間
選
挙
戦
に
お

い
て
も
、
Ａ
Ｃ
Ａ
の
廃
止
・
撤
回
を
ほ
と
ん
ど
主
張
し

て
い
な
い
と
の
報
道
も
あ
り
ま
す
（3）

。

　

仮
に
議
会
で
多
数
派
を
共
和
党
が
掌
握
し
た
場
合
、

バ
イ
デ
ン
政
権
は
、
行
政
命
令
を
活
用
し
た
医
療
制
度

アメリカの医療政策動向
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改
革
を
行
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
オ
バ
マ
政
権
や

ト
ラ
ン
プ
政
権
も
、
選
挙
で
敗
北
し
た
後
は
、
行
政
命

令
を
多
用
し
て
政
権
が
掲
げ
る
政
策
の
実
現
を
試
み
ま

し
た
。
行
政
命
令
に
よ
る
医
療
制
度
改
革
と
し
て
注
目

さ
れ
る
の
は
、
２
０
２
２
年
10
月
11
日
に
財
務
省
と
内

国
歳
入
庁
が
通
知
し
た
、
従
業
員
家
族
の
保
険
料
税

額
控
除
に
係
る
最
終
規
則
（4）

（
以
下
、
最
終
規
則
）
で

す
。
最
終
規
則
は
、
雇
用
主
提
供
型
の
医
療
保
険
に
加

入
し
て
い
る
従
業
員
の
扶
養
家
族
に
係
る
保
険
料
負
担

（
い
わ
ゆ
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
グ
リ
ッ
チ
）
を
軽
減
す
る

も
の
で
あ
り
、
民
主
党
の
進
歩
派
（Congressional 

Progressive Caucus

）
が
バ
イ
デ
ン
政
権
に
要
求

し
た
制
度
改
革
ア
ジ
ェ
ン
ダ
で
も
あ
り
ま
す
（5）

。

　

最
終
規
則
の
背
景
に
つ
い
て
、
少
し
説
明
し
ま
す
。

Ａ
Ｃ
Ａ
は
、
医
療
保
険
取
引
所
を
通
じ
て
個
人
型
の
医

療
保
険
に
加
入
し
た
者
に
対
し
て
、
保
険
料
税
額
控
除

（prem
ium

 tax credit　
以
下
、
Ｐ
Ｔ
Ｃ
）
を
適

用
す
る
こ
と
を
定
め
ま
し
た
。
Ｐ
Ｔ
Ｃ
の
適
用
に
よ
り

所
得
税
を
軽
減
す
る
こ
と
で
、
医
療
保
険
へ
の
加
入
を

促
し
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
雇
用

主
が
提
供
す
る
医
療
保
険
（Em

ployer Sponsored 
Plan　

以
下
、
Ｅ
Ｓ
Ｐ
）
に
加
入
し
て
い
る
労
働
者
の

配
偶
者
や
扶
養
家
族
の
場
合
で
す
。
Ａ
Ｃ
Ａ
は
、
既
存

の
Ｅ
Ｓ
Ｐ
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
（
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー

ル
）
と
の
観
点
か
ら
、
Ｅ
Ｓ
Ｐ
加
入
者
の
扶
養
家
族
が

Ｅ
Ｓ
Ｐ
を
脱
退
し
て
医
療
保
険
取
引
所
経
由
で
保
険
加

入
し
た
場
合
に
は
、
Ｐ
Ｔ
Ｃ
の
適
用
を
厳
し
く
制
限
し

て
い
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
①
費
用
負
担
の
妥
当
性

（affordability　
２
０
２
１
年
は
所
得
の
９
・
61
％
）

と
保
険
給
付
率
（m

inim
um

 value　
最
低
６
割
給

付
）
に
つ
い
て
、
基
準
を
満
た
さ
な
い
Ｅ
Ｓ
Ｐ
に
加
入

し
て
い
た
配
偶
者
・
扶
養
家
族
だ
け
に
、
限
定
し
た
の

で
す
。
そ
し
て
、
①
の
妥
当
な
費
用
負
担
の
算
定
に
関

し
て
、
こ
れ
ま
で
内
国
歳
入
庁
は
、
労
働
者
本
人
に
係

る
医
療
保
険
料
負
担
に
限
っ
て
認
め
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
新
た
に
通
知
さ
れ
た
最
終
規
則
で
は
、
①
の
費

用
負
担
の
妥
当
性
に
係
る
算
定
方
式
を
見
直
し
、
配

偶
者
・
家
族
に
係
る
医
療
保
険
料
負
担
を
も
含
め
る

こ
と
を
認
め
ま
し
た
。
す
べ
て
の
配
偶
者
・
扶
養
家

族
が
Ｅ
Ｓ
Ｐ
を
離
脱
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
で
も
本
年
11
月
開
始
の
医
療
保
険
加
入
期
間

（enrollm
ent period

）
か
ら
適
用
さ
れ
れ
ば
、
約

１
０
０
万
人
（
う
ち
半
数
が
子
ど
も
）
の
保
険
料
負
担

が
軽
減
さ
れ
る
と
の
推
計
も
あ
り
ま
す
（6）

。

　

な
お
、
最
終
規
則
の
通
知
に
先
立
っ
て
、
２
０
２

２
年
６
月
に
内
国
歳
入
庁
は
公
聴
会
を
開
催
し
ま
し

た
。
そ
の
詳
細
は
不
明
で
す
が
、
米
国
小
児
医
学
会

（A
m

erican A
cadem

y of Pediatrics
）、

ア

メ
リ
カ
医
療
保
険
協
会
（A

m
erican H

ealth 
Insurance Plans

）、全
米
保
険
局
長
協
会（N

ational 
A

ssociation of Insurance Com
m

issioners

）

な
ど
が
最
終
規
則
に
賛
成
す
る
一
方
、
米
国
商
工
会
議

所
（U

.S. Cham
ber of Com

m
erce

）
な
ど
は
反

対
し
た
そ
う
で
す
（7）

。

　

中
間
選
挙
の
結
果
次
第
で
は
、
バ
イ
デ
ン
政
権
は
行

政
命
令
を
活
用
し
た
医
療
制
度
改
革
に
頼
ら
ざ
る
を
え

な
く
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
立
法
行
為
な
し
に
踏
み
込

ん
だ
制
度
改
革
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
連
邦
最
高
裁
に

よ
っ
て
阻
止
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
す
で
に
前
例

も
あ
り
、
２
０
２
１
年
９
月
に
バ
イ
デ
ン
政
権
と
労
働

安
全
衛
生
局
（O

ccupational Safety and H
ealth 

A
dm

inistration

）
が
発
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
予
防

対
策
―
従
業
員
数
１
０
０
名
以
上
の
雇
用
主
に
対
し
て

従
業
員
向
け
の
感
染
対
策
を
義
務
付
け
―
を
め
ぐ
る
訴

訟
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
当
該
行
政
命
令
は
労

働
安
全
衛
生
局
に
与
え
ら
れ
た
権
限
を
逸
脱
す
る
も
の

と
し
て
、
無
効
で
あ
る
と
判
断
し
ま
し
た
（8）

。
今
回
の
最

終
規
則
に
対
し
て
も
、
Ｅ
Ｓ
Ｐ
の
権
益
を
侵
害
す
る
と

し
て
経
済
団
体
が
提
訴
に
踏
み
切
っ
た
場
合
に
は
、
司

法
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
終
規

則
は
あ
く
ま
で
グ
リ
ッ
チ
、
す
な
わ
ち
制
度
上
の
設
計

ミ
ス
を
補
修
す
る
も
の
と
い
う
認
識
が
多
勢
だ
と
は
思
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い
ま
す
が
、
経
済
界
の
主
張
に
沿
っ
て
、
広
範
な
影
響

を
及
ぼ
す
事
実
上
の
医
療
制
度
改
革
だ
と
み
な
す
議
論

が
勢
い
を
増
す
の
か
ど
う
か
、
そ
の
場
合
に
裁
判
所
が

ど
の
よ
う
な
判
断
を
く
だ
す
の
か
に
つ
い
て
、
今
後
の

推
移
を
見
守
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　　
⑴https://www.politico.com/2022-election/race-forecasts-ratings-and-

predictions/
⑵髙山一夫『アメリカの医療政策と病院業』法律文化社、2020年、第9章を参照。
⑶ “Obamacare Takes A Back Seat In Midterm Campaign”, Kaiser 

Morning Brief,  Oct. 21, 2022.
⑷Department of Treasury, Internal Revenue Service, “Affordability of 

Employer Coverage for Family Members of Employees”, 26 CFR Part 1
⑸https://progressives.house.gov/press-releases?ID=CEBB13E5-ACCD-

4F4F-B2B0-F29B7501C215
⑹ K. Keith, “IRS Revises Family Glitch Rule Ahead Of 2023 Open 

Enrollment Period”, Health Affairs Forefront,  Oct. 12, 2022.
⑺ ibid.
⑻National Federation of Independent Business v. Occupational Safety 

and Health Administration
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